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第一部【企業情報】
 

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第36期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第35期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成19年
４月１日
至平成20年
３月31日

売上高（千円） 3,513,66915,488,729

経常利益（千円） 474,3282,835,603

四半期（当期）純利益（千円） 78,031 899,203

純資産額（千円） 18,295,90519,296,151

総資産額（千円） 29,229,14530,363,238

１株当たり純資産額（円） 787.11 818.96

１株当たり四半期（当期）純利益
金額（円）

3.33 37.87

潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益金額（円）

3.04 34.73

自己資本比率（％） 62.6 63.6

営業活動による
キャッシュ・フロー（千円）

△260,2222,070,904

投資活動による
キャッシュ・フロー（千円）

118,877△995,577

財務活動による
キャッシュ・フロー（千円）

△1,101,49998,154

現金及び現金同等物の四半期末
（期末）残高（千円）

2,659,4023,902,246

従業員数（人） 356 330

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しており

ません。

　　　　２．売上高には消費税等は含んでおりません。
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２【事業の内容】

　当第1四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第1四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 356

　（注）１．従業員数は、就業人員であります。

２．従業員数が前期末に比べ26名増加しているのは、主に建材関連事業の営業強化のための新規採用に伴う増加による

ものであります。

 

(2）提出会社の状況

 平成20年６月30日現在

従業員数（人） 278

　（注）１．従業員数は、就業人員であります。

２．従業員数が前期末に比べ25名増加しているのは、主に建材関連事業の営業強化のための新規採用に伴う増加による

ものであります。
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第２【事業の状況】

１【販売及び仕入の状況】

(1）販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

建材関連事業（百万円） 2,985

ＨＲＢ事業（百万円） 528

合計（百万円） 3,513

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2）商品仕入実績

　当第１四半期連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

建材関連事業（百万円） 2,020

ＨＲＢ事業（百万円） 273

合計（百万円） 2,294

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第1四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

３【財政状態及び経営成績の分析】

　　（1）業績の状況

　当第1四半期における我が国経済は、長期化する原油・原材料価格の高騰が企業収益を圧迫し、景況感は悪化するとともに、

また、原材料高騰の影響で広がる物価上昇から消費の減速懸念も高まり、景気は足踏み状態を維持しながらも先行き不透明

感を強めながら推移してまいりました。

　また、当社グループ関連業界につきましては、改正建築基準法施行の影響で収束しつつあるものの、その混乱による余波は

続いており、建築着工件数は依然昨年を下回る水準で推移し、また、原油・資材高に伴うコストアップが収益を悪化するな

ど、業界全体が厳しい環境のなかで推移してまいりました。

　このようななか、当社グループはファブレスメーカーとしての特性を活かした新規商品の開発に努め、住宅関連、商業、一般

建築など様々な需要先に対して積極的な営業活動を行うとともに、新規顧客や新規需要先への取り組みに注力してまいりま

したが、建築着工件数の回復遅れの影響もあり、この第１四半期は前年同期を下回る水準で推移してまいりました。

　この結果、当第１四半期（４月～６月）の連結経営成績につきましては、売上高は3,513百万円、営業利益は416百万円、経常

利益は474百万円となり、四半期純利益は78百万円となりました。

　なお、セグメント別では、建材関連事の売上高は2,985百万円、ホームセンターへのガーデニング商品の卸売り販売であるＨ

ＲＢ事業の売上高は528百万円となりました。
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（2）資産負債の増減

当第1四半期末における資産総額は前連結会計年度末に比べ1,134百万円減少の29,229百万円となりました。また、

負債総額は前連結会計年度末に比べ133百万円減少の10,933百万円、純資産は前連結会計年度末に比べ1,000百万円

減少の18,295百万円となり、この結果、自己資本比率は62.6％となりました。

 

（3）キャッシュ・フロー

　当第1四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ1,242百万円

減少の2,659百万円となりました。なお、当第1四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況と主な要因は次の

とおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　税金等調整前四半期純利益は186百万円となりましたが、売上債権の減少が197百万円、たな卸資産の増加が429百万円、ま

た、法人税等の支払い額が647百万円となり、営業活動により支出した資金は260百万円となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、本社及び支店ショールーム改装を中心とした設備投資による支出が104百万円、

投資有価証券の取得による支出が870百万円ありますが、投資有価証券の売却による収入1,102百万円により、118百万円の

収入となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果支出した資金は1,101百万円となりました。その主な内訳は、長期借入金の返済133百万円、配当金の支払

い768百万円、並びに自己株式の取得200百万円の支出があります。

 

　（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第1四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（5）研究開発活動

特記事項はありません。

 

（6）株式会社の支配に関する基本方針について

当社は財務及び事業の在り方の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等は次のとおりで

あります。

　当社は、平成19年5月28日開催の取締役会において、当社の企業価値の向上並びに株主共同の利益の確保を目的として、当

社株式の大規模な買付行為への対応方針（以下、「本ルール」という。）を導入することを決議し、平成19年6月28日開催

の定時株主総会において承認可決いたしました。

①本ルールの内容について

　当社は企業価値の向上及び株主共同の利益の確保のための取り組みを一層推進してまいる所存でありますが、このた

めには長年培った幅広いノウハウと豊富な経験、国内外の仕入先メーカー、顧客・取引先、従業員等のステークホルダー

との間に築かれた関係についての理解が不可欠であり、これらに関する十分な理解がなくては、株主の皆様が将来実現

することができる株主価値が毀損されるおそれがあります。

　昨今、わが国の資本市場においては、株主の皆様に買付目的や買付後の経営戦略などについての十分な情報開示が行わ

れることもないまま、突如として大規模な買付行為が行われたり、買付者の一方的な考えに基づき買付行為を進める事

例が少なからず見受けられるようになっております。もとより、当社は、特定の者からの大規模な買付行為に応じて当社

株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。しかしながら、

大規模な買付行為のなかには、その目的等から見て企業価値、ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありま

せん。このような大規模な買付行為がなされたとき、買付者の提示する当社株式の買付価格の妥当性等をはじめとして

当該買付行為の内容について検討するために必要な情報及び判断のための十分な時間が提供される必要があります。さ

らに、当社株式を継続して保有することをお考えの株主の皆様にとって、当該買付行為が当社に与える影響や、当社従業

員、お客様及び取引先等のステークホルダーとの関係についての方針を含む経営方針や事業計画の内容等について、買

付者から必要な情報の提供を受け、検討することは、当社株式の継続保有についての判断をする上で重要であると考え

ます。

　こうした事情に鑑み、当社は、企業価値及び株主共同の利益確保のため、大規模な買付行為を行う場合の手続を定め、か

かる手続の遵守を買付者等に求めることで、当社株主の皆様が適切な判断をするに足る必要かつ十分な情報及び検討の

ための時間を確保し、場合によっては当社取締役会による株主の皆様に対する代替案を提示するとともに、当社の企業

価値、ひいては株主共同の利益に反する大規模買付行為を抑止しようとするものであります。
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②不適切な支配の防止のための取り組み

イ．本ルールの概要

　本ルールの概要は、1）大規模な買付行為を行おうとする者は、当社取締役会に対して買付行為に関する必要かつ十

分な情報を事前に提供しなければならない、2）株主の皆様及び当社取締役会が当該買付行為について評価・検討を

行うための一定の評価期間を設け、買付者は、かかる期間が経過した後にはじめて大規模買付行為が開始することが

できる、3）買付者が本ルールに従わない等の例外的な場合には、当社の企業価値、ひいては株主の皆様の共同の利益

を守るため、当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重して、一定の対抗措置を執る場合がある、というもので

す。

 

ロ．本ルールの対象となる大規模買付行為

　本ルールは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、または結果

として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為（市場取引、公開買付け等の具体的な

買付方法の如何を問いませんが、いずれについても大規模買付行為の前に当該大規模買付行為につき、あらかじめ当

社取締役会の承認がある場合を除きます。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う

者を「大規模買付者」といいます。）を対象とします。

ハ．大規模買付者に対する情報提供の要請

　大規模買付者には、以下の手続により情報提供を行っていただきます。

1）意向表明書の提出

　大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、大規模買付者の名称、住所ないし所在地、代表者の氏名、国内の連絡

先、予定する大規模買付行為の概要及び大規模買付行為に際して本ルールを遵守することを誓約する文言を記載し

た書面（以下、「意向表明書」といいます。）を当社取締役会に提出していただきます。

2）当社からの情報提供の要請

　当社取締役会は、前項の規定を充たした内容の意向表明書を受領した後、10営業日以内に、当社取締役会に対して、

大規模買付行為に関する当社株主の皆様の判断及び当社取締役会による評価・検討のために必要かつ十分な情報

（以下、「本必要情報」といいます。）のリスト（以下、「必要情報リスト」といいます。）を大規模買付者に対し

て交付します。

3）大規模買付者による情報の提供及び開示

　大規模買付者は、必要情報リストの受領後、当社取締役会が相当な範囲で定める期限内に、本必要情報を当社宛に

当社の定める書式により提出していただきます。なお、本必要情報及び意向表明書の提出は日本語において行って

いただくものとします。当初提出された情報では本必要情報に不足すると当社取締役会が合理的に判断する場合に

は、当社取締役会は大規模買付者に対して別途期限を定めた上で追加情報の提供を要請する場合があります。また、

意向表明書の提出があった事実及び当社取締役会に提供された本必要情報は、当社株主の皆様の判断のために必要

であると認められる場合には、当社取締役会が適切と判断する時点で、その全部または一部を適宜の方法により開

示します。

 

③不適切な支配の防止のための取り組みについての取締役会の判断

イ．取締役会による評価・検討

　当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対する本必要情報の提供を完了したと当社取締役会が判断した時

点から、原則として60日間（大規模買付行為が対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付け

の場合）又は90日間（大規模買付行為がその他の方法による買付けの場合）以内の期間を、取締役会による評価、検

討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下、「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。ただし、

当社取締役会は、取締役会評価期間（大規模買付行為が対価を現金〔円貨〕のみとする公開買付けによる当社全株式

の買付けの場合に限る。以下、本ただし書において同じ。）を延長する必要があると合理的に判断される場合には、独

立委員会に諮問し、その助言、勧告を最大限尊重したうえで、取締役会評価期間を最大90日間まで延長することができ

るものとします。

　大規模買付行為は、かかる取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。なお、当社取締役会は、大規模

買付者による本必要情報の提供が完了したと判断した場合には、速やかにその旨及び取締役会評価期間を公表いたし

ます。また、取締役会評価期間を延長する場合には、延長期間とその理由を速やかに開示します。取締役会評価期間中、

当社取締役会は、独立委員会に諮問するほか、また、必要に応じて外部専門家等の助言を受けながら、提供された本必

要情報を十分評価検討します。また、当社取締役会は、独立委員会からの助言、勧告を最大限尊重したうえで、必要に応

じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉したり、当社取締役会として当社株主の皆

様に対し代替案を提示することもあります。

 

ロ．独立委員会への諮問

　当社は、本ルールを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するため、当社取締役会に

対する助言、勧告を行う機関として、当社の業務執行を行う経営陣から独立している独立委員会を設置します。独立委

員会を構成する委員は3名以上とし、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立し
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ている当社社外監査役及び社外有識者（弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、経営経験豊富な企業経営者または

これらに準ずる者等）の中から選任します。

　当社取締役会は、独立委員会が助言、勧告を行うに際して十分な検討を行うことを可能とするため、大規模買付者に

よる意向表明書の提出がなされた場合、速やかに独立委員会に対してその旨を通知するとともに、大規模買付者から

提供された本必要情報を速やかに独立委員会に提出します。

　当社取締役会は、対抗措置の発動または不発動についての決議を行うに際して、必ず独立委員会に諮問し、同委員会

による助言、勧告を受けるとともに、独立委員会による助言、勧告を最大限尊重するものとします。また、当社取締役会

は、大規模買付者から提供された本必要情報が十分か否かの判断、取締役会評価期間を延長するか否かの判断及び大

規模買付者が本ルールを遵守したか否かの判断においても、独立委員会による助言、勧告を最大限尊重するものとし

ます。

　以上のように、独立委員会が取締役会の判断の客観性、公正性及び合理性を確保する手段として機能するよう位置づ

けていきます。
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第３【設備の状況】
(1)主要な設備の状況

　当第1四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2)設備の新設、除却等の計画

　当第1四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあり

ません。

　また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社アドヴァン(E02826)

四半期報告書

 8/23



第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 81,000,000

計 81,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在
発行数（株）
(平成20年６月30日)

提出日現在発行数（株）
(平成20年8月12日)

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 26,906,346 26,906,346東京証券取引所市場第一部 －

計 26,906,346 26,906,346 － －

　（注）　「提出日現在発行数」欄には、平成20年8月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権付社債の権利行使によ

り発行されたものは含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

平成16年7月13日取締役会決議旧商法第341条ノ２の規定に基づき発行した新株予約権付社債

 
第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権付社債の残高（千円） 3,000,000

新株予約権の数（個） 600

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 2,260,738

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,327

新株予約権の行使期間
自　平成16年8月16日
至　平成21年7月17日
（ルクセンブルグ時間）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行
価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　1,327
資本組入額　　　　664

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 －

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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（３）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

　　　　　　

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年4月１日～
平成20年6月30日

－ 26,906,346 － 12,500,000 － 2,230,972

　

 

（５）【大株主の状況】

　　　　　当第1四半期会計期間において、大量保有報告書等の写しの送付等がないため大株主の異動は把握しておりません。

 

　

（６）【議決権の状況】

　　　　　当第1四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することが

できないことから、直前の基準日（平成20年3月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

  平成20年6月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内　容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　 3,344,400 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　23,547,300 235,473 －

単元未満株式 普通株式　　　14,646 － －

発行済株式総数 26,906,346 － －

総株主の議決権 － 235,473 －

（注）　「完全議決権株式（その他）」には、証券保管振替名義の株式が23,400株含まれております。また、「議決権の数」欄に

は、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数234個が含まれております。

 

②【自己株式等】

    平成20年6月30日現在

所有者の氏名または
名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数
の合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社アドヴァン
東京都渋谷区神宮
前４丁目32番14号

3,344,400 － 3,344,40012.4

計 － 3,344,400 － 3,344,40012.4

（注）上記のほか、前事業年度末から平成20年6月30日までの期間において取得した自己株式は317,500株

　　　　　　であります。

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成20年
４月

５月 ６月

最高（円） 794 684 677
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最低（円） 555 602 584

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社アドヴァン(E02826)

四半期報告書

11/23



第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64

号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年

６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査法人から名称変更

しております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,659,402 3,902,246

受取手形及び売掛金 4,202,395 4,400,109

商品 3,803,152 3,384,556

仕掛品 2,928 5,779

その他 752,574 236,506

貸倒引当金 △21,205 △15,774

流動資産合計 11,399,248 11,913,423

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 6,123,858

※1
 6,178,145

土地 9,018,336 8,982,642

その他（純額） ※1
 210,243

※1
 216,810

有形固定資産合計 15,352,437 15,377,597

無形固定資産 210,429 214,591

投資その他の資産

投資有価証券 1,744,014 1,797,834

その他 532,985 1,066,841

貸倒引当金 △9,971 △7,049

投資その他の資産合計 2,267,029 2,857,626

固定資産合計 17,829,896 18,449,814

資産合計 29,229,145 30,363,238
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る要約
連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

負債の部

流動負債

買掛金 197,408 216,373

短期借入金 532,800 532,800

未払法人税等 44,441 680,006

賞与引当金 129,700 76,280

役員賞与引当金 18,625 114,919

その他 1,178,377 305,572

流動負債合計 2,101,352 1,925,952

固定負債

社債 3,000,000 3,000,000

転換社債型新株予約権付社債 3,000,000 3,000,000

長期借入金 2,752,000 2,885,200

役員退職慰労引当金 23,038 21,711

その他 56,848 234,223

固定負債合計 8,831,887 9,141,135

負債合計 10,933,239 11,067,087

純資産の部

株主資本

資本金 12,500,000 12,500,000

資本剰余金 2,230,972 2,230,972

利益剰余金 7,386,825 8,251,268

自己株式 △3,727,481 △3,528,106

株主資本合計 18,390,316 19,454,135

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △94,410 △151,740

繰延ヘッジ損益 － △6,243

評価・換算差額等合計 △94,410 △157,983

純資産合計 18,295,905 19,296,151

負債純資産合計 29,229,145 30,363,238

EDINET提出書類

株式会社アドヴァン(E02826)

四半期報告書

14/23



（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

売上高 3,513,669

売上原価 2,018,728

売上総利益 1,494,941

販売費及び一般管理費

給料 281,429

減価償却費 118,918

賞与引当金繰入額 47,100

役員賞与引当金繰入額 17,800

貸倒引当金繰入額 8,827

その他 604,452

販売費及び一般管理費合計 1,078,528

営業利益 416,412

営業外収益

受取配当金 33,152

その他 55,798

営業外収益合計 88,950

営業外費用

支払利息 29,939

その他 1,095

営業外費用合計 31,034

経常利益 474,328

特別利益

投資有価証券売却益 107,470

特別利益合計 107,470

特別損失

固定資産処分損 14,534

投資有価証券売却損 9,119

投資有価証券評価損 16,843

役員退職慰労金 354,750

特別損失合計 395,246

税金等調整前四半期純利益 186,551

法人税、住民税及び事業税 40,677

法人税等調整額 67,842

法人税等合計 108,519

四半期純利益 78,031
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 186,551

減価償却費 118,918

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,327

賞与引当金の増減額（△は減少） 53,420

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 17,800

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,352

受取利息及び受取配当金 △35,025

支払利息 29,939

自己株式関連費用 697

為替差損益（△は益） 185

固定資産処分損益（△は益） 14,534

役員退職慰労金 354,750

投資有価証券売却損益（△は益） △98,350

投資有価証券評価損益（△は益） 16,843

売上債権の増減額（△は増加） 197,714

たな卸資産の増減額（△は増加） △429,981

仕入債務の増減額（△は減少） △48,307

その他 △20,113

小計 369,255

利息及び配当金の受取額 35,025

利息の支払額 △17,156

法人税等の支払額 △647,346

営業活動によるキャッシュ・フロー △260,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △104,131

投資有価証券の取得による支出 △870,829

投資有価証券の売却による収入 1,102,281

その他 △8,443

投資活動によるキャッシュ・フロー 118,877

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △133,200

自己株式の取得による支出 △200,072

配当金の支払額 △768,226

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,101,499

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,242,843

現金及び現金同等物の期首残高 3,902,246

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,659,402

EDINET提出書類

株式会社アドヴァン(E02826)

四半期報告書

16/23



【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

1．会計処理基準に関する事

項の変更

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

 　通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては、従来、主として移動平均法による

原価法によっておりましたが、当第1四半期

連結会計期間より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準第9号　平成18

年７月５日）が適用されたことに伴い、主

として移動平均法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく簿

価切り下げの方法）により算定しておりま

す。

なお、従来の方法によった場合と比べて、

営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純

利益に与える影響はありません。

 

 

【簡便な会計処理】

　　
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１．棚卸資産の評価方法 　当第1四半期連結会計期間の棚卸高の算出

に関しては実地棚卸を省略し、前連結会計

年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な

方法により算定する方法によっておりま

す。

 

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※１　

減価償却累計額 2,545,982千円

※１　

減価償却累計額 2,459,897千円

　
　

　
　

２　偶発債務 ２　偶発債務

アドヴァン社員会の金融機関からの借入に対し債

務保証を行っており、期末の債務保証残高は

1,627千円であります。

アドヴァン社員会の金融機関からの借入に対し債

務保証を行っており、期末の債務保証残高は

2,113千円であります。

　
　

　
　

  

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に記載されている科目の金額との関係

　

現金及び預金 2,659,402千円

預入期間が3ヶ月を超える定期預
金

-

現金及び現金同等物 2,659,402千円

　

 

EDINET提出書類

株式会社アドヴァン(E02826)

四半期報告書

18/23



（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20

年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　26,906,346株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　3,661,962株

 

３．新株予約権等に関する事項

　新株予約権の四半期連結会計期間末残高

　　該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

　(1）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年6月27日
定時株主総会

普通株式 942,475 40平成20年3月31日平成20年6月30日利益剰余金
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

  
建材関連
事業
（千円）

HRB事業
（千円）

不動産賃
貸事業
（千円）

その他の
事業
（千円）

計
（千円）

消去又
は全社
（千円）

連　結
（千円）

 売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 2,985,108528,561 － － 3,513,669－ 3,513,669

(2）
セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － 257,80188,206346,008(346,008)－

 計 2,985,108528,561257,80188,2063,859,677(346,008)3,513,669

 営業利益 461,16534,754117,581　15,806629,308(212,896)416,412

　（注）　事業区分の方法及び各区分に属する主要な商品の名称

１．事業区分の方法：商品の種類及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な商品等

 事業区分 主要な商品

 建材関連事業 石材、タイル、新建材、及び工事等

 HRB事業 ホームセンター向けガーデニング関連商品等

 不動産賃貸事業 本社ビル、流通センター等の賃貸

 その他の事業 倉庫業

３．会計方針の処理の方法の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　　　　　　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりましたが、当第1

四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号　平成18年７月５日）が適用さ

れたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下

げの方法）により算定しております。

なお、従来の方法によった場合と比べて、事業別セグメントの営業利益に与える影響はありません。

 

【所在地別セグメント情報】

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

 

【海外売上高】

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成20年６月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

 

１株当たり純資産額 787.11円
　

 

１株当たり純資産額 818.96円
　

 

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

 

１株当たり四半期純利益金額 3.33円

潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益金額

3.04円

　

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。

 
当第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益（千円） 78,031

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 78,031

期中平均株式数（千株） 23,412

  

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額  

四半期純利益調整額（千円） －

普通株式増加数（千株） 2,260

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

──────

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成20年８月12日

株式会社アドヴァン

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 新田　誠　　　印

 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 入江　秀雄　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アドヴァン

の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20

年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アドヴァン及び連結子会社の平成20年６月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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